
 

 

 

 

平成 23 年 2 月 25 日 

○見解の本文は別紙の通りです。 

 

 

 
 

 

運用３号の取扱いについて 

全国社労士会連合会が見解を表明 

全国社労士会連合会は、実態と異なる第３号被保険者期間を有する者の

取扱い（いわゆる「運用３号」）について、見解を表明しました。 

本見解では、今回の取扱いについて、 

①法令遵守の立場で年金の相談・指導を行ってきた社労士として、疑問を

感じている会員が多数いること 

②国民の間に生じた不公平感は早急に解消する必要があること 

について指摘し、年金制度に対する国民の信頼を回復するよう、関連法

令の改正と併せて、「運用３号」の見直しを図るとともに、新たなモラル

ハザードを生じない仕組みの構築について、今後国政の場において十分議

論していただき、適切な対応を行うことを求めています。 

本件に関するお問合せ先 
全国社会保険労務士会連合会（広報担当室 梅谷） 

ホームページ：www.shakaihokenroumushi.jp 

e-mail:umetanitk@shakaihokenroumushi.jp 

TEL 03-6225-4864 

全国社会保険労務士会連合会



 

平成２３年２月２５日 

 

実態と異なる第３号被保険者期間を有する者の 

取扱い（いわゆる「運用３号」）に関する見解 

 

全国社会保険労務士会連合会  

 

「運用３号」に関する政府の対応について、以下の見解を表明する。 

 

全国社労士会連合会は平成１９年に年金記録問題が社会問題となった際、公

的年金に関する唯一の国家資格者の団体として、全国の社労士会、開業社労士

事務所などで無料の年金相談を開催し、国民の権利の擁護、不安の解消、年金

の信頼回復に努めてきた。一方で、我々社労士は、労働社会保険諸法令に関す

る専門家として、国民からの年金相談や顧問先企業などに対して、法令遵守の

立場で被保険者資格の得喪などの年金手続について適正な指導を行ってきてい

たことから、今回の「運用３号」の取扱いに疑問を感じている会員が多数いる。 

 

今般のいわゆる「運用３号」に関する政府の対応の趣旨は、「国民に不利益を

与えない」という方針の下に、１００万人にも及ぶとされる無年金者、低年金

者の対策を講じ、更に新たな発生に歯止めをかけたいという「政府の方針」で

あることと併せ、複雑な年金制度であるので全て自己責任を問うのは難しいこ

ともあり、「救済」という観点から行われたものの、法令遵守を率先して行い年

金制度の推進を図ってきた社労士としては、今回の取扱いによって、適正な手

続を行い年金保険料を納めてきた人と、「運用３号」による救済を受ける人との

間に生じた不公平感を早急に解消する必要があると考える。 

 

以上のことから、年金制度に対する国民の信頼を回復するよう、関連法令の

改正と併せて、「運用３号」の見直しを図るとともに、新たなモラルハザードを

生じない仕組みの構築について、今後国政の場において十分議論していただき、

適切な対応を行っていただきたい。 

 

 




